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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 4月 27日 (2007.4.27)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　
　 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 受 信 し た が 、 か 否 か を 判 断 す る 判 断 手 段 と 、
　 場 合 に 、 を 棄 却 す る 棄 却 手 段 と
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 価 持 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 は 、 通 貨 と 同 等 用 い れ 、
　 前 記 受 信 手 段 は 、 前 記 と し て 、 前 記 価 値 の 除 去 を 示 す 情 報 を 受 信 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 価 持 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 判 断 手 段 は 、 前 記 受 信 手 段 が 前 回 受 信 し た 情 報 を 保 持 し て お り 、 当 該 保 持 し て
い る 情 報 と 、 受 信 し た 情 報 と を 用 い て 、 当 該 受 信 し た 情 報 が

か 否 か を 判 断 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 価 持 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 判 断 手 段 は 、 保 持 し て い る 情 報 と 受 信 し た 情 報 と が 一 致 す る 場 合 に 、 当 該
受 信 し た 情 報 が と 判 断 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 価 持 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 情 報 は 、 装 置 を 識 別 す る 装 置 識 別 情 報 を 含 み 、

請 求 装 置 か ら の 支 払 の 請 求 に 対 す る 支 払 処 理 を 行 う 価 値 保 持 装 置 で あ っ て 、
前 記 請 求 装 置 か ら 、 支 払 の 請 求 を 示 す 請 求 情 報

請 求 情 報 不 当 な 支 払 の 請 求 で あ る
不 当 な 支 払 の 請 求 で あ る と 判 断 さ れ た 前 記 請 求 情 報
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　 前 記 判 断 手 段 は 、 保 持 し て い る 情 報 に 含 ま れ る 装 置 識 別 情 報 と 、 受 信 し た 請 求 情 報
に 含 ま れ る 装 置 識 別 情 報 と が 一 致 す る 場 合 に 、 当 該 受 信 し た 情 報 が

と 判 断 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 価 持 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 情 報 は 、 装 置 が 設 置 さ れ て い る 場 所 を 識 別 す る 場 所 識 別 情 報 を 含 み 、
　 前 記 判 断 手 段 は 、 保 持 し て い る 情 報 に 含 ま れ る 場 所 識 別 情 報 と 、 受 信 し た 情 報
に 含 ま れ る 場 所 識 別 情 報 と が 一 致 す る 場 合 に 、 当 該 受 信 し た 情 報 が

と 判 断 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 価 持 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 情 報 は 、 当 該 情 報 を 識 別 す る 識 別 情 報 を 含 み 、
　 前 記 判 断 手 段 は 、 保 持 し て い る 情 報 に 含 ま れ る 識 別 情 報 と 、 受 信 し た 情 報
に 含 ま れ る 識 別 情 報 と が 一 致 す る 場 合 に 、 当 該 受 信 し た 情 報 が

と 判 断 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 価 持 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 判 断 手 段 は 、 保 持 し て い る 情 報 と 、 受 信 し た 情 報 と の 差 分 が 所 定 の 範 囲 内
で あ る 場 合 に 、 当 該 受 信 し た 情 報 が と 判 断 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 価 持 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 情 報 は 、 に 係 る 日 時 を 示 す 日 時 情 報 を 含 み 、
　 前 記 判 断 手 段 は 、 保 持 し て い る 情 報 に 含 ま れ る 日 時 情 報 が 示 す 日 時 と 、 受 信 し た

情 報 に 含 ま れ る 日 時 情 報 が 示 す 日 時 と の 差 分 が 所 定 の 時 間 内 で あ る 場 合 に 、 当 該 受 信 し
た 情 報 が と 判 断 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 価 持 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 価 持 は 、 携 帯 端 末 と 、 メ モ リ カ ー ド と か ら 構 成 さ れ 、
　 前 記 携 帯 端 末 は 、 前 記 受 信 手 段 を 含 み 、
　 前 記 メ モ リ カ ー ド は 、 前 記 判 断 手 段 と 前 記 棄 却 手 段 と を 含 む
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 価 持 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 価 持 は 、 メ モ リ カ ー ド で あ る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 価 持 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 価 持 は 、 携 帯 端 末 で あ る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 価 持 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 価 値 保 持 価

持 方 法 で あ っ て 、
　 を 受 信 す る 受 信 ス テ ッ プ と 、
　 受 信 し た が か 否 か を 判 断 す る 判 断 ス テ ッ プ と 、

と 判 断 さ れ た 場 合 に 、 を 棄 却 す る 棄 却 ス テ ッ プ と
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 価 持 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 価 持

プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 を 受 信 す る 受 信 ス テ ッ プ と 、
　 受 信 し た が か 否 か を 判 断 す る 判 断 ス テ ッ プ と 、
　 と 判 断 さ れ た 場 合 に 、 を 棄 却 す る 棄 却 ス テ ッ プ と
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　 の 各 ス テ ッ プ を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 装 置 と 、 価 持 と か ら な る 精 算 シ ス テ ム で あ っ て 、
　
　 前 記 価 持 は 、
　 前 記 装 置 か ら 、 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 受 信 し た が 、 か 否 か を 判 断 す る 判 断 手 段 と 、
　 と 判 断 さ れ た 場 合 に 、 を 棄 却 す る 棄 却 手 段 と
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 精 算 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 価 持 は 、 メ モ リ カ ー ド で あ る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ５ に 記 載 の 精 算 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 価 持 は 、 携 帯 端 末 で あ る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ５ に 記 載 の 精 算 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 価 持 は 、 携 帯 端 末 と 、 メ モ リ カ ー ド と か ら 構 成 さ れ 、
　 前 記 携 帯 端 末 は 、 前 記 受 信 手 段 を 含 み 、
　 前 記 メ モ リ カ ー ド は 、 前 記 判 断 手 段 と 前 記 棄 却 手 段 と を 含 む
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ５ に 記 載 の 精 算 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 は 、 ポ イ ン ト 用 い れ 、
　 前 記 受 信 手 段 は 、 前 記 と し て 、 前 記 ポ イ ン ト の 除 去 を 示 す 情 報 を 受 信 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 価 持 。
【 請 求 項 ２ ０ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 価 値 保 持 装 置 、 価 値 保 持 方 法 、 コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 及 び 精 算 シ ス テ ム
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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　 前 記 価 値 保 持 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 支 払 は 交 通 機 関 の 利 用 の 対 価 の 支 払 い で あ り 、
　 前 記 価 値 保 持 装 置 は 、 さ ら に 、
　 支 払 を 行 わ ず に 前 記 交 通 機 関 を 利 用 で き る 精 算 不 要 区 間 を 示 す 精 算 不 要 区 間 情 報 を 記 録
す る 精 算 不 要 区 間 記 録 手 段 と 、
　 前 記 請 求 装 置 か ら 、 前 記 交 通 機 関 の 利 用 を 終 了 す る 地 点 を 示 す 第 １ の 地 点 情 報 を 受 信 す
る 地 点 情 報 受 信 手 段 と を 備 え 、
前 記 判 断 手 段 は 、
　 前 記 交 通 機 関 の 利 用 を 開 始 す る 地 点 を 示 す 第 ２ の 地 点 情 報 を 記 憶 し て い る 記 憶 部 と 、
　 前 記 第 １ の 地 点 情 報 と 前 記 第 ２ の 地 点 情 報 と を 用 い て 前 記 交 通 機 関 を 利 用 し た 区 間 を 取
得 す る 取 得 部 と 、
　 取 得 し た 区 間 が 前 記 精 算 不 要 区 間 内 で あ る か 否 か を 判 定 し 、 前 記 精 算 不 要 区 間 内 で あ る
場 合 に 、 受 信 し た 前 記 請 求 情 報 が 、 不 当 な 支 払 の 請 求 を 示 す と 判 断 す る 判 断 部 と
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 価 値 保 持 装 置 。



【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 価 持 に 関 し 、 特 に 、

を 防 ぐ 技 術 に 関 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 記 の 問 題 に 鑑 み 、 本 発 明 は 、 装 置 の 不 具 合 等 に よ り 、 が 行 わ れ
た 場 合 で あ っ て も 、 す る こ と が で き る 価 持 の 提 供 を 目 的 と す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 に 係 る 価 持 は 、

を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、 受 信 し た が 、 か 否 か を 判
断 す る 判 断 手 段 と 、 場 合 に 、 を 棄 却 す
る 棄 却 手 段 と を 備 え る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 の 価 持 は 、 上 述 の 構 成 を 備 え る こ と に よ り 、 装 置 に よ る 、

が で あ る 場 合 に は 、 当 該 を 棄 却 す る の で
、 装 置 の 不 具 合 等 に よ り が 行 わ れ た 場 合 で あ っ て も 、
す る こ と が で き る 。
　 ま た 、 前 記 は 、 通 貨 と 同 等 用 い れ 、 前 記 受 信 手 段 は 、 前 記
と し て 、 前 記 価 値 の 除 去 を 示 す 情 報 を 受 信 し て も よ い 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 装 置 に よ る が で あ
る 場 合 に は 、 当 該 を 棄 却 す る の で 、 装 置 の 不 具 合 等 に よ り

が 行 わ れ た 場 合 で あ っ て も 、 す る こ と が で き る 。
　 ま た 記 判 断 手 段 は 、 前 記 受 信 手 段 が 前 回 受 信 し た 情 報 を 保 持 し て お り 、 当 該 保
持 し て い る 情 報 と 、 受 信 し た 情 報 と を 用 い て 、 当 該 受 信 し た 情 報 が

か 否 か を 判 断 し て も よ い 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
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【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 前 回 受 信 し た 情 報 と 、 今 回 受 信 し た 情 報 と を 用 い て 、 今 回
受 信 し た 情 報 が か 否 か を 判 定 す る の で 、 情 報 に よ り

が 繰 り 返 し て 行 わ れ た 場 合 で あ っ て も 、 当 該 を 、 必 要 な 一 回 の 処 理 に 制 限 し 、
料 金 の 誤 徴 収 を 防 ぐ こ と が で き る 。
　 ま た 記 判 断 手 段 は 、 保 持 し て い る 情 報 と 受 信 し た 情 報 と が 一 致 す る 場 合 に
、 当 該 受 信 し た 情 報 が と 判 断 し て も よ い 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 保 持 し て い る 情 報 と 受 信 し た 情 報 と が 一 致 す る 場 合 に 、 今
回 の が で あ る と 判 定 す る の で 、 同 一 の 情 報 を 繰 り 返 し 受 信 し た
場 合 で あ っ て も 、 当 該 を 、 必 要 な 一 回 の 処 理 に 制 限 し 、 料 金 の 誤 徴 収 を 防 ぐ こ と が で
き る 。
　 ま た 記 情 報 は 、 装 置 を 識 別 す る 装 置 識 別 情 報 を 含 み 、 前 記 判 断 手 段 は 、 保
持 し て い る 情 報 に 含 ま れ る 装 置 識 別 情 報 と 、 受 信 し た 請 求 情 報 に 含 ま れ る 装 置 識 別 情
報 と が 一 致 す る 場 合 に 、 当 該 受 信 し た 情 報 が と 判 断 し て も よ
い 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 前 回 受 信 し た 情 報 に 含 ま れ る 装 置 識 別 情 報 と 、 今 回 受 信 し た

情 報 に 含 ま れ る 装 置 識 別 情 報 と が 一 致 す る 場 合 に 、 今 回
す る の で 、 同 一 の 装 置 か ら 繰 り 返 し を 受 信 し た 場 合 で あ

っ て も 、 を 制 限 し 、 料 金 の 誤 徴 収 を 防 ぐ こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 前 記 情 報 は 、 装 置 が 設 置 さ れ て い る 場 所 を 識 別 す る 場 所 識 別 情 報 を 含 み
、 前 記 判 断 手 段 は 、 保 持 し て い る 情 報 に 含 ま れ る 場 所 識 別 情 報 と 、 受 信 し た 情 報
に 含 ま れ る 場 所 識 別 情 報 と が 一 致 す る 場 合 に 、 当 該 受 信 し た 情 報 が

と 判 断 し て も よ い 。
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 前 回 受 信 し た 情 報 に 含 ま れ る 場 所 識 別 情 報 と 、 今 回 受 信 し た

情 報 に 含 ま れ る 場 所 識 別 情 報 と が 一 致 す る 場 合 に 、 今 回
す る の で 、 同 一 の 場 所 に 設 置 さ れ た 装 置 か ら 繰 り 返 し を

受 信 し た 場 合 で あ っ て も 、 限 し 、 料 金 の 誤 徴 収 を 防 ぐ こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
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【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 前 記 情 報 は 、 当 該 情 報 を 識 別 す る 識 別 情 報 を 含 み 、 前 記 判 断 手 段 は
、 保 持 し て い る 情 報 に 含 ま れ る 識 別 情 報 と 、 受 信 し た 情 報 に 含 ま れ る 識
別 情 報 と が 一 致 す る 場 合 に 、 当 該 受 信 し た 情 報 が と 判 断 し て
も よ い 。
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 前 回 受 信 し た 情 報 に 含 ま れ る 指 示 識 別 情 報 と 、 今 回 受 信 し た

情 報 に 含 ま れ る 指 示 識 別 情 報 と が 一 致 す る 場 合 に 、 今 回
す る の で 、 同 一 の を 繰 り 返 し て 受 信 し た 場 合 で あ っ て も 、

限 し 、 料 金 の 誤 徴 収 を 防 ぐ こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 記 判 断 手 段 は 、 保 持 し て い る 情 報 と 、 受 信 し た 情 報 と の 差 分 が 所 定 の
範 囲 内 で あ る 場 合 に 、 当 該 受 信 し た 情 報 が と 判 断 し て も よ い
。
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 保 持 し て い る 情 報 と 、 受 信 し た 情 報 と の 差 分 が 所 定 の 範 囲
内 で あ る 場 合 に 、 今 回 す る の で 、 差 分
が 所 定 の 範 囲 内 で あ る を 連 続 し て 受 信 し た 場 合 で あ っ て も 、 限 し 、 料 金
の 誤 徴 収 を 防 ぐ こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 １ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 前 記 情 報 は 、 に 係 る 日 時 を 示 す 日 時 情 報 を 含 み 、 前 記 判 断 手 段 は 、 保 持
し て い る 情 報 に 含 ま れ る 日 時 情 報 が 示 す 日 時 と 、 受 信 し た 情 報 に 含 ま れ る 日 時 情
報 が 示 す 日 時 と の 差 分 が 所 定 の 時 間 内 で あ る 場 合 に 、 当 該 受 信 し た 情 報 が

と 判 断 し て も よ い 。
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 前 回 受 信 し た 情 報 に 含 ま れ る 日 時 情 報 と 、 今 回 受 信 し た 情
報 に 含 ま れ る 日 時 情 報 と の 差 分 が 所 定 の 範 囲 内 で あ る 場 合 に 、 今 回

す る の で 、 指 示 装 置 の 不 具 合 等 に よ り 、 短 時 間 に 連 続 し て
が あ っ た 場 合 で も 、 限 し 、 料 金 の 誤 徴 収 を 防 ぐ こ と が で き る 。

【 手 続 補 正 １ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 前 記 価 持 は 、 携 帯 端 末 と 、 メ モ リ カ ー ド と か ら 構 成 さ れ 、 前 記 携 帯 端 末
は 、 前 記 受 信 手 段 を 含 み 、 前 記 メ モ リ カ ー ド は 、 前 記 判 断 手 段 と 前 記 棄 却 手 段 と を 含 ん で
も よ い 。
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 情 報 の 受 信 を 携 帯 端 末 が 行 い 、 メ モ リ カ ー ド が 当 該 携 帯 端 末 か
ら 取 得 し た 当 該 情 報 に 基 づ き 、 を 検 出 し 、 限 し 、 料 金 の 誤
徴 収 を 防 ぐ こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 １ ６ 】
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【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 前 記 価 持 は 、 メ モ リ カ ー ド で あ っ て も よ い 。
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 メ モ リ カ ー ド に お い て 、 装 置 か ら の

場 合 に は 当 該 を 棄 却 し 、 装 置 の 不 具 合 等 に よ り 、 繰 り 返 し て
が 行 わ れ た 場 合 で あ っ て も 、 当 該 限 す る こ と が で き る 。

【 手 続 補 正 １ ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 前 記 価 持 は 、 携 帯 端 末 で あ っ て も よ い 。
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 携 帯 端 末 に お い て 、 装 置 か ら の

場 合 に は 当 該 を 棄 却 し 、 装 置 の 不 具 合 等 に よ り 、 繰 り 返 し て
が 行 わ れ た 場 合 で あ っ て も 、 当 該 限 す る こ と が で き る 。

【 手 続 補 正 １ ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 本 発 明 の 価 持 方 法 は 、 価 値 保 持

価 持 方 法 で あ っ て 、
を 受 信 す る 受 信 ス テ ッ プ と 、 受 信 し た が か 否 か を

判 断 す る 判 断 ス テ ッ プ と 、 と 判 断 さ れ た 場 合 に 、 を
棄 却 す る 棄 却 ス テ ッ プ と を 含 む 。
【 手 続 補 正 １ ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 請 求 が で あ る 場 合 に は 、 当 該

を 棄 却 す る の で 、 装 置 の 不 具 合 等 に よ り が 行 わ れ た 場 合 で
あ っ て も 、 す る こ と が で き る 。
　 本 発 明 の プ ロ グ ラ ム は 、

価 持 プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
を 受 信 す る 受 信 ス テ ッ プ と 、 信 し た が

か 否 か を 判 断 す る 判 断 ス テ ッ プ と 、 と 判 断 さ れ た 場
合 に 、 を 棄 却 す る 棄 却 ス テ ッ プ と の 各 ス テ ッ プ を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る
。
【 手 続 補 正 ２ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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値 保 装 置
請 求 請 求 情 報 が 不 当 な 支 払 の 請

求 で あ る 不 当 な 請 求 情 報 請 求
支 払 の 請 求 支 払 を 制

値 保 装 置
請 求 請 求 情 報 が 不 当 な 支 払 の 請 求 で

あ る 不 当 な 請 求 情 報 請 求 支 払
の 請 求 支 払 を 制

値 保 請 求 装 置 か ら の 支 払 の 請 求 に 対 す る 支 払 処 理 を 行 う
装 置 に お い て 用 い ら れ る 値 保 前 記 請 求 装 置 か ら 、 支 払 の 請 求 を 示 す 請
求 情 報 請 求 情 報 不 当 な 支 払 の 請 求 で あ る

不 当 な 支 払 の 請 求 で あ る 前 記 請 求 情 報

装 置 か ら の 請 求 情 報 不 当 な 支 払 の 請 求
請 求 情 報 請 求 不 当 な 支 払 の 請 求

誤 徴 収 を 防 止
コ ン ピ ュ ー タ 請 求 装 置 か ら の 支 払 の 請 求 に 対 す る 支 払 処 理 を 行

う 値 保 装 置 に お い て 用 い ら れ る コ ン ピ ュ ー タ 前 記 請 求 装 置 か ら
、 支 払 の 請 求 を 示 す 請 求 情 報 受 請 求 情 報 不 当 な 支 払
の 請 求 で あ る 不 当 な 支 払 の 請 求 で あ る

前 記 請 求 情 報



【 ０ ０ ２ ２ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 請 求 が で あ る 場 合 に は 、 当 該

を 棄 却 す る の で 、 装 置 の 不 具 合 等 に よ り が 行 わ れ た 場 合 で
あ っ て も 、 す る こ と が で き る 。
　 本 発 明 の 精 算 シ ス テ ム は 、 装 置 と 、 価 持 と か ら な る 精 算 シ ス テ ム で あ っ て
、 前 記
価 持 は 、 前 記 装 置 か ら 、 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、 受 信 し た

が 、 か 否 か を 判 断 す る 判 断 手 段 と 、
と 判 断 さ れ た 場 合 に 、 を 棄 却 す る 棄 却 手 段 と を 備 え る 。
【 手 続 補 正 ２ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 請 求 が で あ る 場 合 に は 、 当 該

を 棄 却 す る の で 、 装 置 の 不 具 合 等 に よ り が 行 わ れ た 場 合 で
あ っ て も 、 す る こ と が で き る 。
　 ま た 、 前 記 精 算 シ ス テ ム 、 前 記 価 持 は 、 メ モ リ カ ー ド で あ っ て も よ い
。
【 手 続 補 正 ２ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 請 求 が で あ る 場 合 に は 、 当 該

を 棄 却 す る の で 、 装 置 の 不 具 合 等 に よ り が 行 わ れ た 場 合 で
あ っ て も 、 す る こ と が で き る 。
　 ま た 、 前 記 精 算 シ ス テ ム 、 前 記 価 持 が 、 携 帯 端 末 で あ っ て も よ い 。
【 手 続 補 正 ２ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 請 求 が で あ る 場 合 に は 、 当 該

を 棄 却 す る の で 、 装 置 の 不 具 合 等 に よ り が 行 わ れ た 場 合 で
あ っ て も 、 す る こ と が で き る 。
　 　 ま た 、 前 記 精 算 シ ス テ ム 、 前 記 価 持 は 、 携 帯 端 末 と 、 メ モ リ カ ー ド
と か ら 構 成 さ れ 、 前 記 携 帯 端 末 は 、 前 記 受 信 手 段 を 含 み 、 前 記 メ モ リ カ ー ド は 、 前 記 判 断
手 段 と 前 記 棄 却 手 段 と を 含 ん で も よ い 。
【 手 続 補 正 ２ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 情 報 の 受 信 を 携 帯 端 末 が 行 い 、 メ モ リ カ ー ド が 当 該 携 帯 端 末 か
ら 取 得 し た 当 該 が で あ る 場 合 に は 、 当
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装 置 か ら の 請 求 情 報 不 当 な 支 払 の 請 求
請 求 情 報 請 求 不 当 な 支 払 の 請 求

誤 徴 収 を 防 止
請 求 値 保 装 置

前 記 請 求 装 置 は 、 前 記 価 値 保 持 装 置 に 対 し 、 支 払 の 請 求 を 示 す 請 求 情 報 を 送 信 し 、
値 保 装 置 請 求 前 記 請 求 情 報 請 求

情 報 不 当 な 支 払 の 請 求 で あ る 不 当 な 支 払 の 請 求 で あ る
前 記 請 求 情 報

装 置 か ら の 請 求 情 報 不 当 な 支 払 の 請 求
請 求 情 報 請 求 不 当 な 支 払 の 請 求

誤 徴 収 を 防 止
に お い て 値 保 装 置

装 置 か ら の 請 求 情 報 不 当 な 支 払 の 請 求
請 求 情 報 請 求 不 当 な 支 払 の 請 求

誤 徴 収 を 防 止
に お い て 値 保 装 置

装 置 か ら の 請 求 情 報 不 当 な 支 払 の 請 求
請 求 情 報 請 求 不 当 な 支 払 の 請 求

誤 徴 収 を 防 止
に お い て 値 保 装 置

請 求
請 求 情 報 に 基 づ き 、 当 該 請 求 情 報 不 当 な 支 払 の 請 求



該 を 棄 却 す る の で 、 す る こ と が で き る 。
ま た 、 前 記 は 、 ポ イ ン ト 用 い れ 、 前 記 受 信 手 段 は 、
前 記 と し て 、 前 記 ポ イ ン ト の 除 去 を 示 す 情 報 を 受 信 し て も よ い 。
【 手 続 補 正 ２ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 こ の 構 成 に よ れ ば 、 装 置 か ら の 、 ポ イ ン ト を 示 す が

で あ る 場 合 に は 、 当 該 を 棄 却 す る の で 、 装 置 の 不 具 合 等 に よ り
が 行 わ れ た 場 合 で あ っ て も 、 す る こ と が で き る 。
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請 求 情 報 誤 徴 収 を 防 止
価 値 保 持 装 置 に お い て 、 支 払 を て 行 わ

請 求 情 報

請 求 の 除 去 請 求 情 報 不 当 な 支 払 の 請
求 請 求 情 報 請 求 不 当 な 支 払
の 請 求 誤 徴 収 を 防 止
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